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私
学
事
業
団
が
交
付
す
る
私
立
大
学
等
経

常
費
補
助
金
特
別
補
助
の
う
ち
、「
未
来
経
営

戦
略
推
進
経
費
」
は
、
有
識
者
に
よ
る
審
査

を
基
に
採
択
を
行
う
補
助
項
目
で
す
。
本
号

で
は
、
こ
の
項
目
の
今
年
度
の
採
択
状
況
等

に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

（1）　

未
来
経
営
戦
略
推
進
経
費
の
概
略

平
成
十
九
年
度
か
ら
、
一
般
補
助
に
お
い

て
収
容
定
員
を
充
足
し
て
い
な
い
大
学
等
に

対
し
、
経
営
改
善
を
促
す
観
点
か
ら
の
減
額

強
化
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
方
、
特

別
補
助
に
お
い
て
定
員
割
れ
の
解
消
に
向
け

て
経
営
努
力
を
行
う
大
学
等
へ
の
支
援
策
と

し
て
、「
定
員
割
れ
改
善
促
進
特
別
支
援
経

費
」
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
、
二
十
一
年
度
か
ら
は
、
定
員
未

充
足
に
限
定
せ
ず
、
学
校
規
模
の
適
正
化
や

他
機
関
と
の
物
的
・
人
的
資
源
を
活
用
し
た

優
れ
た
取
り
組
み
を
加
え
る
な
ど
、
対
象
要

件
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
し
、「
未
来
経
営
戦
略

推
進
経
費
」
に
改
称
し
ま
し
た
。

本
経
費
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
向
こ
う

五
年
間
の
経
営
改
善
計
画
を
策
定
し
、
理
事

会
で
機
関
決
定
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な

り
ま
す
（
一
法
人
に
つ
き
一
件
の
申
請
）。

提
出
さ
れ
た
経
営
改
善
計
画
は
、
大
学
経

営
に
関
す
る
有
識
者
な
ど
で
組
織
す
る
「
私

立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
特
別
補
助
審
査
委

員
会
」（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
お

い
て
書
面
審
査
を
行
い
、
審
査
要
領
に
定
め

ら
れ
て
い
る
審
査
方
針
に
掲
げ
ら
れ
た
事
項

を
総
合
的
に
評
価
し
ま
す
。

採
択
さ
れ
た
大
学
等
に
対
し
て
は
、
採
択

年
度
の
収
容
定
員
規
模
に
応
じ
決
定
さ
れ
る

一
定
額
（
一
〇
、
〇
〇
〇
〜
二
〇
、
〇
〇
〇

千
円
）
を
最
大
五
年
間
交
付
し
ま
す
。

二
十
二
年
度
に
お
い
て
は
、
新
規
・
継
続

採
択
の
審
査
と
併
せ
、
十
九
年
度
採
択
分
に

対
す
る
中
間
評
価
を
実
施
し
ま
し
た
。

（2）　

新
規
採
択
・
継
続
採
択

二
十
二
年
度
は
、
大
学
二
五
校
、
短
期
大

学
一
一
校
の
合
計
三
六
校
か
ら
申
請
が
あ
り

ま
し
た
。

書
面
審
査
の
結
果
、
大
学
は
一
〇
校
、
短

期
大
学
は
三
校
の
合
計
一
三
校
が
採
択
さ
れ

ま
し
た
。採
択
率
は
、そ
れ
ぞ
れ
四
〇
・
〇
％
、

二
七
・
三
％
で
す
。

二
十
年
度
及
び
二
十
一
年
度
の
採
択
分
に

つ
い
て
は
、進
捗
状
況
を
書
面
に
て
確
認
し
、

全
校
が
支
援
継
続
と
な
り
ま
し
た
。

（3）　

中
間
評
価

「
未
来
経
営
戦
略
推
進
経
費
」
に
採
択
さ

れ
た
大
学
等
に
つ
い
て
は
、
改
善
計
画
の
実

施
及
び
進
捗
状
況
を
確
認
す
る
た
め
、
三
年

が
経
過
し
た
段
階
で
中
間
評
価
を
実
施
し
ま

す
。中

間
評
価
で
は
、
当
初
採
択
さ
れ
た
経
営

改
善
計
画
に
掲
げ
た
改
善
施
策
の
実
施
状
況

や
計
画
実
行
に
よ
る
結
果
か
ら
、
計
画
の
進

捗
状
況
を
総
合
的
に
判
断
し
ま
す
。

評
価
は
、
書
面
及
び
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
り

行
い
ま
す
。
ま
た
、
必
要
な
場
合
に
は
各
大

学
等
へ
の
現
地
調
査
を
実
施
し
、
こ
れ
ら
を

総
合
的
に
判
断
し
、
最
終
的
に
委
員
会
で
継

続
の
可
否
を
含
め
、
評
価
を
決
定
し
ま
す
。

二
十
二
年
度
に
お
い
て
は
、十
九
年
度「
定

員
割
れ
改
善
促
進
特
別
支
援
経
費
」
に
採
択

さ
れ
た
大
学
一
九
校
、
短
期
大
学
一
二
校
の

合
計
三
一
校
に
対
し
て
中
間
評
価
を
実
施
し

ま
し
た
。（
評
価
結
果
等
に
つ
い
て
は
、
後

日
事
業
団
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
の
予
定
で

す
。）（2）

・
（3）
か
ら
、
二
十
二
年
度
の
本
経
費
の

交
付
予
定
学
校
数
は
、
大
学
五
八
校
、
短
期

大
学
四
〇
校
、
高
等
専
門
学
校
一
校
の
合
計

九
九
校
と
な
り
ま
し
た
。

（4）　

新
規
採
択
審
査
結
果
か
ら

二
十
二
年
度
新
規
採
択
分
に
か
か
る
経
営

改
善
計
画
書
に
必
要
な
記
載
事
項
は
次
の
と

お
り
で
す
。

①　

学
校
法
人
の
現
状
（
現
状
分
析
及
び
経

営
改
善
に
向
け
た
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
）

②　

改
善
計
画
（
計
画
の
内
容
、
他
機
関
と

の
連
携
状
況
等
の
相
関
図
等
（
該
当
の
場

合
））

③　

学
生
数
（
二
十
一
・
二
十
二
年
度
は
実

績
、
二
十
三
〜
二
十
六
年
度
は
予
測
）

④　

消
費
収
支
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

こ
の
経
営
改
善
計
画
書
に
つ
い
て
、
書
面

審
査
が
行
わ
れ
ま
す
。

審
査
の
観
点
は
、概
ね
次
の
と
お
り
で
す
。

①　

現
状
の
経
営
分
析
の
的
確
性

②　

経
営
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
実
績

③　

法
人
内
に
お
け
る
改
善
計
画
の
位
置
付

け
の
明
確
性

④　

経
営
改
善
に
向
け
た
手
段
、
方
法
、
プ

ロ
セ
ス
等
の
具
体
性

⑤　

実
現
の
可
能
性
と
期
待
さ
れ
る
効
果

審
査
結
果
か
ら
見
る
と
、
的
確
な
現
状
分

析
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
経
営
改
善
計
画
そ

の
も
の
の
合
理
性
・
妥
当
性
や
実
現
可
能
性

と
い
っ
た
面
が
評
価
の
結
果
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
言
え
そ
う
で
す
。

計
画
本
文
と
学
生
の
確
保
、
収
支
の
改
善

な
ど
の
数
値
目
標
と
の
間
に
整
合
性
が
取
れ

て
い
て
、
教
職
員
が
一
体
と
な
っ
て
改
革
に

取
り
組
む
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
計

画
全
体
に
説
得
力
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

三
年
が
経
過
し
た
段
階
で
中
間
評
価
を
実

施
し
ま
す
の
で
、
こ
の
こ
と
も
見
据
え
た
実

効
性
あ
る
取
り
組
み
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

平
成
二
十
二
年
度　

私
立
大
学
等
経
常
費
補
助
金
特
別
補
助

「
未
来
経
営
戦
略
推
進
経
費
」
の
採
択
状
況
等
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（5）    　
「
経
営
改
善
計
画
の
策
定
に
向
け
た

　
　
　

取
組
み
支
援
」（
新
規
）
の
概
要

私
立
大
学
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
が
厳
し

さ
を
増
し
て
い
く
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学

等
が
経
営
改
善
を
含
む
中
長
期
的
な
視
点
か

ら
、
計
画
を
策
定
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
大

学
等
に
よ
っ
て
は
、
計
画
策
定
の
必
要
性
を

十
分
に
認
識
し
な
が
ら
も
、
財
政
規
模
や
ス

タ
ッ
フ
の
配
置
な
ど
の
諸
事
情
に
よ
り
、
な

か
な
か
着
手
に
踏
み
切
れ
な
い
大
学
等
も
多

い
よ
う
で
す
。

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
二
十
二
年

度
か
ら
、
新
た
に
「
経
営
改
善
計
画
の
策
定

に
向
け
た
取
組
み
」
に
対
し
て
支
援
策
を
講

じ
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
対
象
要
件
は
次
の

と
お
り
で
す
。

①　

経
営
改
善
計
画
策
定
の
必
要
性
を
十
分

に
認
識
し
、
二
十
二
年
度
中
に
経
営
改
善

計
画
の
策
定
に
着
手
す
る
意
思
を
持
つ
、

収
容
定
員
が
一
、
〇
〇
〇
名
以
下
で
、
か

つ
、
二
十
一
年
度
決
算
に
お
い
て
帰
属
収

入
額
が
消
費
支
出
額
を
上
回
っ
て
い
な
い

大
学
等

②　

理
事
会
に
お
い
て
、「
現
下
の
経
営
上

の
課
題
の
抜
本
的
な
解
決
に
向
け
て
、
二

十
二
年
度
内
に
シ
ン
ク
タ
ン
ク
、
民
間
企

業
、
公
認
会
計
士
等
の
経
営
に
関
す
る
専

門
知
識
を
持
つ
外
部
組
織
等
の
協
力
を
得

て
、
大
学
等
が
主
体
と
な
っ
て
経
営
改
善

計
画
を
策
定
す
る
」
旨
を
決
定
（
予
定
を

含
む
。）
し
て
い
る
こ
と

私
学
事
業
団
で
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二

月
に
、
平
成
二
十
二
年
度
版
「
今
日
の
私
学

財
政
（
大
学
・
短
期
大
学
編
、
高
等
学
校
・

中
学
校
・
小
学
校
編
）」
を
刊
行
し
ま
し
た
。

そ
の
集
計
結
果
を
基
に
、
今
回
は
消
費
収

支
計
算
書
か
ら
帰
属
収
支
差
額
比
率
に
つ
い

て
、
貸
借
対
照
表
か
ら
預
金
等
資
産
と
要
積

立
額
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。

１　

法
人
別
の
帰
属
収
支
差
額
比
率（
表
１
）

（1）　

大
学
法
人

帰
属
収
支
差
額
比
率
は
、
帰
属
収
入
か
ら

消
費
支
出
を
差
し
引
い
た
帰
属
収
支
差
額
の

帰
属
収
入
に
対
す
る
割
合
で
す
。
こ
の
比
率

が
プ
ラ
ス
で
大
き
く
な
る
ほ
ど
自
己
資
本
は

充
実
さ
れ
、
一
方
、
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
場
合

は
、
自
己
資
本
を
取
り
崩
す
こ
と
に
な
り
、

マ
イ
ナ
ス
の
幅
が
大
き
く
な
れ
ば
、
経
営
が

逼
迫
し
、
資
金
繰
り
に
も
困
難
を
き
た
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
比
率
は
、
学
校
法
人

の
収
支
状
況
を
端
的
に
表
す
数
値
で
す
。

大
学
法
人
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率

は
、
二
十
年
度
の
〇
・
八
％
か
ら
三
・
七
％

へ
と
上
昇
し
ま
し
た
。
二
十
年
度
に
起
き
た

リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
を
受
け
、
大

き
く
増
加
し
た
資
産
処
分
差
額
が
二
十
一
年

度
に
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
こ
と
な
ど
の

理
由
か
ら
同
比
率
が
上
昇
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満

の
法
人
割
合
は
、
五
三
六
法
人
中
二
一
五
法

人
、四
〇
・
一
％
と
二
十
年
度
の
四
四
・
三
％

か
ら
下
降
し
、
改
善
し
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
、

帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
二
〇
％
未

満
の
法
人
は
、
五
六
法
人
と
二
十
年
度
の
六

九
法
人
か
ら
減
少
し
て
い
る
も
の
の
相
変
わ

ら
ず
大
学
法
人
全
体
の
一
割
を
超
え
て
い
ま

す
。

（2）　

短
期
大
学
法
人

短
期
大
学
法
人
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比

率
は
二
十
年
度
の
マ
イ
ナ
ス
三
・
一
％
か
ら

〇
・
五
％
と
上
昇
し
て
お
り
、
プ
ラ
ス
に
回

復
し
ま
し
た
が
、
大
学
法
人
よ
り
厳
し
い
収

支
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満

の
法
人
割
合
は
一
二
七
法
人
中
六
九
法
人
、

五
四
・
三
％
と
二
十
年
度
の
五
五
・
九
％
か

ら
改
善
は
し
ま
し
た
が
、
半
数
を
超
え
て
い

る
厳
し
い
状
況
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
う

ち
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
二

〇
％
未
満
の
法
人
は
、
二
十
年
度
の
二
三
法

人
か
ら
一
五
法
人
と
減
少
し
て
い
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
度
決
算
集
計
か
ら
み
た

大
学
・
短
期
大
学
・
高
等
学
校
の
財
務
状
況

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

助
成
部　

補
助
金
課

一
般
補
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二
三
〇
）
七
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〇
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七
三
〇
二

七
三
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六
〜
七
三
〇
八

特
別
補
助
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〇
三
（
三
二
三
〇
）
七
三
〇
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〜
七
三
〇
五

七
三
〇
九
〜
七
三
一
一

Ｅ
メ
ー
ル　
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表　新規申請数と採択数

年　度

学校種別

平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度

申請学校数 採択学校数 申請学校数 採択学校数 申請学校数 採択学校数 申請学校数 採択学校数

校 校 校 校 校 校 校 校

大 学 44 ※20 41 19 28 10 25 10

短 期 大 学 30 12 38 11 32 14 11 3

高等専門学校 - - - - 1 1 - -

合　　計 74 32 79 30 61 25 36 13

※平成19年度採択校のうち、大学１校については、20年度以降本経費の申請がないため、22年度中間
評価の対象大学数は、19校である。
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（3）　

高
等
学
校
法
人

高
等
学
校
法
人
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比

率
は
二
十
年
度
の
マ
イ
ナ
ス
〇
・
五
％
か
ら

三
・
〇
％
へ
と
プ
ラ
ス
に
回
復
し
、
収
支
状

況
は
改
善
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満

の
法
人
割
合
は
六
四
四
法
人
中
二
六
八
法

人
、
四
一
・
六
％
と
半
数
を
割
り
二
十
年
度

の
半
数
超
か
ら
は
大
き
く
改
善
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ

ナ
ス
二
〇
％
未
満
の
法
人
割
合
も
三
五
法

人
、
五
・
四
％
と
二
十
年
度
の
六
九
法
人
、

一
〇
・
七
％
か
ら
改
善
し
て
い
ま
す
。

２　

部
門
別
の
帰
属
収
支
差
額
比
率（
表
２
）

（1）　

大
学
部
門

大
学
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
は
二
年

度
の
二
一
・
八
％
を
ピ
ー
ク
に
下
降
を
続
け
、

二
十
年
度
で
五
・
一
％
と
最
低
と
な
り
、
二

十
一
年
度
で
は
六
・
四
％
と
上
昇
し
ま
し
た
。

一
方
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満

の
大
学
は
増
加
し
続
け
て
お
り
、
二
十
年
度

の
二
二
九
校
か
ら
二
十
一
年
度
は
二
三
〇
校

と
わ
ず
か
に
増
加
し
、
そ
の
割
合
は
三
九
・

七
％
か
ら
三
九
・
二
％
と
わ
ず
か
に
改
善
し

て
い
る
も
の
の
大
学
部
門
全
体
の
四
割
近
く

を
占
め
る
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
う

ち
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
二
〇

％
未
満
の
大
学
は
二
十
年
度
の
九
三
校
か
ら

二
十
一
年
度
は
九
七
校
へ
増
加
し
て
い
ま
す
。

（2）　

短
期
大
学
部
門

短
期
大
学
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
は

二
十
年
度
の
マ
イ
ナ
ス
五
・
四
％
か
ら
二
十

一
年
度
は
マ
イ
ナ
ス
五
・
九
％
と
下
降
し
、

収
支
状
況
の
悪
化
は
続
い
て
い
ま
す
。

ま
た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満

の
短
期
大
学
は
、
二
十
年
度
の
二
二
七
校
が

二
十
一
年
度
に
は
二
二
三
校
と
減
少
し
て
い

る
も
の
の
、
短
期
大
学
部
門
全
体
の
六
割
を

超
え
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の

う
ち
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
二

〇
％
未
満
の
短
期
大
学
は
二
十
年
度
の
一
一

八
校
か
ら
二
十
一
年
度
に
は
一
一
六
校
へ
と

わ
ず
か
に
減
少
し
て
い
ま
す
。
短
期
大
学
の

収
支
状
況
は
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
状
況
で

あ
り
、
今
後
の
動
向
に
十
分
注
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

（3）　

高
等
学
校
部
門

高
等
学
校
全
体
の
帰
属
収
支
差
額
比
率
は

二
十
年
度
の
マ
イ
ナ
ス
一
・
七
％
か
ら
二
十

一
年
度
は
〇
・
六
％
と
プ
ラ
ス
に
転
じ
ま
し

た
。ま

た
、
帰
属
収
支
差
額
比
率
が
〇
％
未
満

の
高
等
学
校
は
、
二
十
年
度
の
六
九
三
校
か

ら
二
十
一
年
度
は
六
二
五
校
と
減
少
し
、
高

等
学
校
全
体
に
占
め
る
割
合
は
四
八
・
九
％

と
半
数
を
割
り
、
二
か
年
度
続
け
て
少
し
ず

つ
改
善
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
、
帰
属
収

支
差
額
比
率
が
マ
イ
ナ
ス
二
〇
％
未
満
の
高

等
学
校
に
つ
い
て
も
二
十
年
度
の
一
七
六
校

か
ら
一
三
七
校
へ
減
少
し
、
そ
の
割
合
は
二

十
年
度
の
一
三
・
八
％
か
ら
一
〇
・
七
％
へ

改
善
し
ま
し
た
。

表２　帰属収支差額比率及びマイナスの割合（部門別）

年度

大学部門 短期大学部門 高等学校部門

計
帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△20%
未満

同
割合 計

帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△20%
未満

同
割合 計

帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△20%
未満

同
割合

校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％ 校 ％

5 384 19.6 54 14.1 21 5.5 497 26.9 59 11.9 20 4.0 1,260 15.1 194 15.4 22 1.7
10 438 18.9 63 14.4 26 5.9 495 11.7 170 34.3 74 14.9 1,283 7.1 377 29.4 60 4.7
15 521 13.3 151 29.0 61 11.7 447 2.3 205 45.9 112 25.1 1,267 2.5 530 41.8 118 9.3
17 547 10.9 165 30.2 62 11.3 418 2.5 190 45.5 100 23.9 1,270 0.7 649 51.1 193 15.2
18 561 9.8 179 31.9 80 14.3 404 0.0 212 52.5 104 25.7 1,290 0.3 670 51.9 169 13.1
19 572 8.0 194 33.9 83 14.5 380 △2.4 203 53.4 103 27.1 1,273 △0.8 701 55.1 185 14.5
20 577 5.1 229 39.7 93 16.1 376 △5.4 227 60.4 118 31.4 1,272 △1.7 693 54.5 176 13.8
21 586 6.4 230 39.2 97 16.6 371 △5.9 223 60.1 116 31.3 1,279 0.6 625 48.9 137 10.7

表１　帰属収支差額比率及びマイナスの割合（法人別）

年度

大学法人 短期大学法人 高等学校法人

計
帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△20%
未満

同
割合 計

帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△20%
未満

同
割合 計

帰属収
支差額
比率

0%
未満

同
割合

△20%
未満

同
割合

法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％ 法人 ％

5 363 15.4 24 6.6 2 0.6 259 24.1 11 4.2 0 0.0 621 14.4 78 12.6 6 1.0
10 409 12.7 31 7.6 6 1.5 227 7.5 65 28.6 16 7.0 644 5.9 179 27.8 25 3.9
15 482 8.3 121 25.1 32 6.6 164 2.8 57 34.8 18 11.0 618 3.2 245 39.6 33 5.3
17 504 7.8 138 27.4 25 5.0 147 4.8 51 34.7 16 10.9 626 3.8 313 50.0 61 9.7
18 516 6.6 167 32.4 30 5.8 142 3.1 65 45.8 18 12.7 648 2.1 321 49.5 56 8.6
19 527 5.8 182 34.5 39 7.4 136 1.4 64 47.1 9 6.6 641 1.0 312 48.7 58 9.0
20 531 0.8 235 44.3 69 13.0 127 △3.1 71 55.9 23 18.1 647 △0.5 333 51.5 69 10.7
21 536 3.7 215 40.1 56 10.4 127 0.5 69 54.3 15 11.8 644 3.0 268 41.6 35 5.4
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３　

預
金
等
資
産
と
要
積
立
額
（
表
３
）

貸
借
対
照
表
よ
り
、
学
校
法
人
が
積
み
立

て
を
必
要
と
す
る
退
職
給
与
引
当
金
や
減
価

償
却
累
計
額
等
と
そ
れ
に
対
応
し
た
各
種
引

当
特
定
資
産
や
現
金
預
金
、
有
価
証
券
な
ど

預
金
等
資
産
の
保
有
状
況
を
み
た
も
の
で
す
。

通
常
の
財
務
状
態
で
あ
れ
ば
積
み
立
て
を

必
要
と
す
る
額
を
超
え
る
預
金
等
資
産
を
保

有
し
、
建
物
等
の
取
替
え
更
新
に
備
え
て
い

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
帰
属
収
支
差
額
の

マ
イ
ナ
ス
が
続
く
場
合
な
ど
は
、
各
年
度
の

減
価
償
却
費
相
当
額
を
蓄
積
で
き
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
。

大
学
法
人
で
は
、
預
金
等
資
産
は
増
加
を

続
け
て
い
ま
す
が
、
要
積
立
額
の
増
加
に
追

い
つ
い
て
い
け
ず
、
十
四
年
度
に
預
金
等
資

産
が
不
足
に
転
じ
、
以
後
不
足
額
は
拡
大
し

て
い
ま
す
。

短
期
大
学
法
人
で
は
、
法
人
数
の
減
少
に

伴
い
、
預
金
等
資
産
、
要
積
立
額
と
も
に
二

十
年
度
ま
で
減
少
が
続
き
、
二
十
一
年
度
は

預
金
等
資
産
、
要
積
立
額
と
も
に
前
年
度
に

比
べ
わ
ず
か
に
増
加
し
ま
し
た
。
五
年
度
時

点
の
預
金
等
資
産
は
要
積
立
額
を
大
き
く
上

回
っ
て
い
ま
し
た
が
、入
学
者
の
減
少
か
ら
、

経
営
環
境
が
厳
し
く
な
り
、
十
八
年
度
に
は

預
金
等
資
産
が
不
足
に
転
じ
、
以
後
不
足
額

は
拡
大
し
て
い
ま
す
。

高
等
学
校
法
人
で
は
、
預
金
等
資
産
は
横

ば
い
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
要
積
立
額
は
二

十
一
年
度
ま
で
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
十

三
年
度
に
預
金
等
資
産
が
不
足
に
転
じ
、
以

後
不
足
額
は
拡
大
し
て
い
ま
す
。

４　

ま
と
め

帰
属
収
支
差
額
は
法
人
の
収
支
状
況
を
端

的
に
表
し
ま
す
。
帰
属
収
支
差
額
が
マ
イ
ナ

ス
に
な
り
、
そ
の
マ
イ
ナ
ス
分
を
過
去
の
自

己
資
本
の
蓄
積
を
取
り
崩
し
て
補
う
状
況
が

続
け
ば
、
施
設
・
設
備
等
の
建
替
え
な
ど
が

で
き
な
く
な
り
老
朽
化
が
進
む
ほ
か
、
教
育

活
動
に
も
支
障
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
減
価
償
却
の
状
況
を
み
る
と
、

施
設
設
備
等
の
老
朽
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と

が
窺
え
ま
す
。

ま
た
、
過
去
に
蓄
積
し
た
預
金
等
の
資
産

は
、
こ
の
厳
し
い
競
争
環
境
を
生
き
残
る
た

め
の
大
事
な
資
源
で
す
。
多
く
の
学
校
法
人

で
は
経
費
削
減
に
努
め
、教
育
内
容
の
充
実
・

特
色
化
を
図
る
こ
と
で
学
校
経
営
を
行
っ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

今
後
も
理
事
長
や
学
長
・
校
長
の
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
の
下
で
、
教
職
員
全
体
で
情
報
を

共
有
し
、
財
政
運
営
と
教
学
が
一
体
と
な
っ

て
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
学
校
法
人
基
礎
調

査
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
各
学
校
法
人
の
皆

様
に
は
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
厚
く
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
今
回
の
決
算
集
計
を
学
校
法

人
の
経
営
改
善
・
発
展
に
向
け
た
取
り
組
み

へ
の
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
、
お
役
立
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
○
三
（
三
二
三
○
）
七
八
四
二・七
八
四
三

Ｅ
メ
ー
ル　

k-chousa@
shigaku.go.jp

表３　預金等資産と要積立額 （単位：法人、億円）
年度 5 10 12 13 14 17 18 19 20 21

大
学
法
人

法人数 363 482 435 456 469 504 516 527 531 536
預金等資産　（A） 51,010 67,496 74,282 76,863 78,696 84,191 86,277 87,754 86,620 87,400
要積立額　　（B） 43,569 62,274 70,318 74,490 78,937 92,865 97,053 101,409 105,128 108,556
　退職給与引当金 7,929 9,791 10,396 10,712 10,965 11,201 11,146 11,167 11,203 11,113
　第2号基本金 6,514 7,454 7,653 7,690 8,052 9,635 9,600 9,878 9,458 8,832
　第3号基本金 4,375 6,328 7,060 7,288 7,515 8,636 9,466 10,106 10,592 11,132
　減価償却累計額 24,751 38,701 45,209 48,800 52,405 63,393 66,841 70,258 73,875 77,479
不足額（（B）-（A）） △7,441 △5,222 △3,964 △2,373 241 8,674 10,776 13,655 18,508 21,156

短
期
大
学
法
人

法人数 259 227 204 189 178 147 142 136 127 127
預金等資産　（A） 9,105 8,276 6,629 5,938 5,468 4,361 3,989 3,622 3,312 3,395
要積立額　　（B） 4,963 5,590 5,273 5,015 4,809 4,161 4,168 4,111 3,838 4,081
　退職給与引当金 646 603 533 492 450 325 310 284 259 247
　第2号基本金 1,106 1,049 742 649 500 329 369 324 289 298
　第3号基本金 190 122 133 121 114 133 145 136 134 139
　減価償却累計額 3,021 3,816 3,865 3,753 3,745 3,374 3,344 3,367 3,156 3,397
不足額（（B）-（A）） △4,142 △2,686 △1,356 △923 △659 △200 179 489 526 686

高
等
学
校
法
人

法人数 621 644 637 626 618 626 648 641 647 644
預金等資産　（A） 8,790 9,844 9,818 9,562 9,330 9,570 9,877 9,699 9,480 9,678
要積立額　　（B） 6,137 8,643 9,376 10,104 9,970 10,966 11,772 12,114 12,602 13,033
　退職給与引当金 518 527 515 519 500 494 514 524 515 505
　第2号基本金 1,223 1,279 1,177 1,195 1,062 913 929 886 866 851
　第3号基本金 214 404 426 416 427 344 345 332 319 321
　減価償却累計額 4,182 6,433 7,258 7,974 7,981 9,215 9,984 10,372 10,902 11,356
不足額（（B）-（A）） △2,653 △1,201 △442 542 640 1,396 1,895 2,415 3,122 3,355
（注）預金等資産とは、固定資産では、有価証券＋引当特定資産、流動資産では有価証券＋現金預金である。
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酪
農
学
園
大
学
は
、
一
三
二
ヘ
ク
タ
ー
ル

の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
持
ち
、
広
大
な
野
幌
森
林

公
園
が
隣
接
し
た
札
幌
市
近
郊
に
位
置
し
て

い
ま
す
。
本
学
の
起
源
と
な
る
北
海
道
酪
農

義
塾
は
一
九
三
三
年
に
創
立
さ
れ
ま
し
た
。

三
愛
精
神
、
健
土
健
民
の
理
念
の
下
に
、
農

業
・
食
品
・
生
命
科
学
を
中
心
と
し
た
実
践

的
教
育
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
二
〇
一
一
年

四
月
か
ら
は
、
二
学
群
・
五
学
類
の
新
し
い

教
育
体
制
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

○　

地
域
総
合
交
流
事
業
の
展
開

本
学
は
地
域
の
連
携
協
力
を
得
な
が
ら
、

農
業
者
や
農
業
関
連
産
業
の
技
術
者
・
指
導

者
の
育
成
を
行
う
教
育
機
関
と
し
て
発
展
し

て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
農
業
以
外
の
分

野
に
も
そ
の
役
割
を
拡
充
さ
せ
て
き
ま
し
た
。

二
十
一
世
紀
を
迎
え
、
大
学
は
知
的
資
源

を
通
じ
て
、
地
域
社
会
や
産
業
界
と
の
連
携
、

多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
る
生
涯
教
育
の
提
供

な
ど
、
地
域
へ
の
具
体
的
な
貢
献
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
環
境
の
中
、
本

学
は
、
地
域
と
の
交
流
内
容
を
充
実
さ
せ
教

育
・
研
究
の
推
進
に
も
寄
与
さ
せ
よ
う
と
、

道
内
の
自
治
体
や
関
係
機
関
と
の
協
定
締
結

を
積
極
的
に
展
開
し
て
い
ま
す
。

大
学
に
よ
る
「
地
域
社
会
へ
の
人
材
育
成

の
機
会
提
供
」
と
地
域
に
よ
る
「
大
学
へ
の

教
育
・
研
究
フ
ィ
ー
ル
ド
の
提
供
」
と
い
う

互
い
に
メ
リ
ッ
ト
が
享
受
で
き
る
こ
と
を
趣

旨
と
し
た
、
地
域
総
合
交
流
事
業
に
二
〇
〇

五
年
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
実
践
的
教

育
を
支
え
る
新
た
な
フ
ィ
ー
ル
ド
づ
く
り
の

可
能
性
が
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。

○○
「
酪
農
教
育
」
を
核
に
地
域
連
携

酪
農
学
部
酪
農
学
科
で
は
、
二
〇
〇
四
年

か
ら
座
学
と
実
学
を
交
互
に
学
ぶ
「
実
践
酪

農
学
コ
ー
ス
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

二
年
生
の
前
期
と
三
年
生
の
後
期
に
そ
れ
ぞ

れ
四
か
月
ず
つ
、
酪
農
家
に
入
り
実
習
を
し

な
が
ら
、
大
学
教
員
の
出
張
に
よ
る
集
中
授

業
が
行
わ
れ
る
教
育
コ
ー
ス
で
す
。

こ
の
取
り
組
み
は
、
二
〇
〇
八
年
度
文
部

科
学
省
の
「
質
の
高
い
大
学
教
育
推
進
プ
ロ

グ
ラ
ム
」
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。
同
コ
ー
ス

は
毎
年
数
名
の
学
生
が
履
修
し
、「
学
生
が

現
場
の
技
術
を
理
論
的
に
把
握
で
き
る
よ
う

に
な
る
だ
け
で
な
く
、
働
く
こ
と
へ
の
責
任

感
が
生
ま
れ
人
間
的
に
も
成
長
を
遂
げ
る
」

と
い
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
、
同
コ
ー
ス
を
拡
充
し
よ
う
と
新
た

に
協
力
地
域
で
あ
る
、
道
北
の
滝
上
町
と
協

定
締
結
の
調
印
式
を
行
い
ま
し
た
。
学
生
た

ち
も
参
加
し
、
地
元
関
係
者
と
交
流
を
深
め

ま
し
た
。
同
町
で
は
「
学
生
に
は
酪
農
を
体

験
し
学
ん
で
も
ら
う
と
と
も
に
、
大
学
に
は

町
の
様
々
な
課
題
に
も
指
導
協
力
を
い
た
だ

き
た
い
」
と
期
待
を
込
め
て
い
ま
す
。
大
学

が
地
域
と
連
携
し
て
行
う
実
践
酪
農
学
を
通

し
て
、
地
域
の
活
性
化
に
つ
な
が
る
優
れ
た

人
材
を
輩
出
す
る
仕
組
み
づ
く
り
が
着
実
に

強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

○　

野
外
フ
ィ
ー
ル
ド
の
拡
充
で

　
　
　
　
　
　
「
自
然
環
境
教
育
」
を
実
践

環
境
シ
ス
テ
ム
学
部
生
命
環
境
学
科
が
実

施
す
る
「
Ｈ
Ｅ
Ａ
Ｒ
Ｔ　

Ｓ
ｔ
ａ
ｒ
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
は
、
隣
接
す
る
野
幌
森
林
公
園
や
協

定
を
結
ん
で
い
る
洞
爺
湖
町
、
札
幌
市
円
山

動
物
園
、
西
興
部
村
の
各
々
を
野
外
フ
ィ
ー

ル
ド
と
し
て
、
北
海
道
の
自
然
環
境
で
起
こ

っ
て
い
る
様
々
な
問
題
の
解
決
に
研
究
室
の

垣
根
を
越
え
て
総
合
的
に
取
り
組
む
体
制
で

す
。
学
生
・
教
員
が
団
体
や
地
域
と
連
携
協

力
し
、
課
題
解
決
の
実
践
評
価
を
繰
り
返
し

な
が
ら
、
そ
の
成
果
を
社
会
に
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
し
て
い
き
ま
す
。
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
二

〇
〇
九
年
度
文
部
科
学
省
の
「
大
学
教
育
推

進
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
に
選
定
さ
れ
ま
し
た
。

同
学
部
は
、
協
力
地
域
の
洞
爺
湖
町
に
、

以
前
か
ら
環
境
調
査
法
の
実
習
地
と
し
て
訪

れ
て
き
ま
し
た
。
札
幌
市
円
山
動
物
園
で
は
、

学
生
達
が
環
境
教
育
の
普
及
・
啓
発
を
目
的

と
し
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
組
織
を
つ
く
り
、
動

物
の
企
画
展
や
動
物
教
室
を
企
画
。
ま
た
、

西
興
部
村
と
は
学
生
の
狩
猟
免
許
取
得
予
備

講
座
を
村
内
で
行
い
、
エ
ゾ
シ
カ
調
査
を
は

じ
め
と
す
る
自
然
環
境
の
保
全
な
ど
で
幅
広

い
交
流
を
続
け
て
き
ま
し
た
。

今
後
も
本
学
と
地
域
と
の
相
互
理
解
を
踏

ま
え
た
連
携
に
よ
っ
て
、
豊
か
な
教
育
フ
ィ

ー
ル
ド
の
構
築
が
展
望
さ
れ
て
い
ま
す
。

◇◇
寄
稿
者
紹
介
◇

十
倉　

宏
（
と
く
ら　

ひ
ろ
し
）

総
務
部
長
。
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
セ

ン
タ
ー
、
入
試
部
な
ど
を
経
て
二
〇
一
〇

年
四
月
よ
り
現
職
。

調印式終了後に行われた受入農家の
方々と学生達との交流会（北海道滝上町）

学生らによるウチダザリガニ調査
（北海道洞爺湖町）

連載 ④

魅
力
あ
ふ
れ
る

　

学
校
づ
く
り
を
目
指
し
て

地
域
と
の
多
面
的
連
携
で

　

豊
か
な
フ
ィ
ー
ル
ド
づ
く
り

学
校
法
人　

酪
農
学
園　
　
　

酪
農
学
園
大
学
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那
須
高
原
海
城
中
学
校
・
高
等
学
校
は
、

欧
米
の
ボ
ー
デ
ィ
ン
グ
ス
ク
ー
ル
（
寄
宿
制

中
等
教
育
学
校
）
を
モ
デ
ル
と
し
た
全
寮
制

中
高
一
貫
男
子
校
と
し
て
、
一
九
九
六
年
に

栃
木
県
那
須
町
に
開
校
し
ま
し
た
。
那
須
の

自
然
豊
か
な
環
境
の
下
、
お
よ
そ
二
二
〇
名

の
生
徒
が
教
員
と
共
に
一
つ
屋
根
の
下
で
生

活
を
し
な
が
ら
、
学
び
合
い
、
支
え
合
い
、

成
長
し
て
い
ま
す
。

○　

中
等
教
育
の
重
要
性

二
十
一
世
紀
に
な
り
少
子
化
が
加
速
す
る

日
本
で
は
「
大
学
全
入
時
代
」
を
迎
え
、
一

九
七
〇
年
代
後
半
に
ア
メ
リ
カ
の
教
育
学
者

マ
ー
チ
ン
・
ト
ロ
ウ
が
定
義
し
た
「
大
学
の

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
化
」
が
す
で
に
日
本
で
も
始

ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
誰
し
も
が
高
等

教
育
を
享
受
で
き
る
時
代
の
到
来
を
意
味
し

ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
中
等
教
育
が
果
た
す

使
命
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
大
学
へ
合
格

さ
せ
る
こ
と
が
ゴ
ー
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
は
、
中
等
教
育
の
学
習
内
容
を
し
っ
か

り
と
定
着
さ
せ
、
そ
の
学
び
の
バ
ト
ン
を
確

実
に
高
等
教
育
へ
繋
い
で
い
く
こ
と
が
重
要

で
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
大
学
の
先
を
見
据

え
た
「
人
間
力
」
の
育
成
こ
そ
が
こ
れ
か
ら

の
中
等
教
育
に
は
強
く
求
め
ら
れ
て
い
く
で

し
ょ
う
。

○　

全
寮
制
で
育
ま
れ
る「
社
会
人
基
礎
力
」

全
寮
制
の
強
み
は
、
日
常
的
に
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
や
問
題
解
決
能
力
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
と
い
っ
た
「
人
間
力
」
が
育
ま

れ
る
こ
と
で
す
。
人
間
力
育
成
の
鍵
は
、
那

須
高
原
海
城
独
自
の
寮
自
治
活
動
に
あ
り
ま

す
。こ

の
「
人
間
力
」
と
い
う
の
は
な
か
な
か

眼
に
見
え
な
い
も
の
で
す
。
偏
差
値
の
よ
う

に
数
値
化
で
き
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
寮
の
教
育
力
を
示
す
指
標
と
し
て
着

目
し
た
の
が
「
社
会
人
基
礎
力
」
で
す
。
こ

れ
は
経
済
産
業
省
が
社
会
人
と
し
て
身
に
つ

け
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
基
礎
力
と
し
て
二

〇
〇
六
年
に
提
唱
し
た
一
二
の
力（
主
体
性
・

働
き
か
け
力
・
実
行
力
・
課
題
発
見
力
・
計

画
力
・
創
造
力
・
発
信
力
・
傾
聴
力
・
柔
軟

性
・
情
況
把
握
力
・
規
律
性
・
ス
ト
レ
ス
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
力
）
の
こ
と
で
す
。

社
会
人
基
礎
力
が
叫
ば
れ
る
と
い
う
こ
と

は
、
今
の
若
者
に
は
こ
の
一
二
の
力
が
不
足

し
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
と
も
言
え
ま
す
。

実
際
に
企
業
が
今
必
要
と
し
て
い
る
人
材

も
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
問
題
解
決
能
力
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
兼
ね
備
え
た

人
物
な
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
力
は
大
学
に
進

学
し
て
か
ら
や
社
会
に
出
て
か
ら
身
に
つ
け

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
学
・
高
校
と

い
う
最
も
多
感
で
成
長
す
る
時
期
に
育
ま
れ

る
べ
き
も
の
で
す
。
そ
の
点
に
お
い
て
寮
生

活
は
社
会
人
基
礎
力
を
身
に
つ
け
る
の
に
絶

好
の
場
で
す
。

○　

寮
生
活
で
培
わ
れ
る
「
人
間
力
」
を
武
器
に

本
校
で
は
中
学
一
年
生
か
ら
高
校
一
年
生

ま
で
は
三
人
部
屋
で
、
ル
ー
ム
メ
イ
ト
は
必

ず
異
学
年
に
な
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
（
高

校
二
年
生
・
三
年
生
は
個
室
に
な
り
ま
す
）。

ま
ず
部
屋
の
中
で
、
上
級
生
は
下
級
生
の
お

手
本
と
し
て
、
下
級
生
は
上
級
生
の
背
中
を

見
て
育
つ
の
で
す
。
そ
し
て
、
高
校
一
年
生

が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
寮
の
運
営

を
自
主
的
に
行
っ
て
い
る
の
で
す
。
本
校
の

寮
に
は
一
四
名
の
教
員
が
起
居
を
と
も
に
し

て
い
ま
す
が
、
教
員
が
頭
ご
な
し
に
指
導
す

る
の
で
は
な
く
、
生
徒
の
自
治
を
尊
重
し
、

そ
の
活
動
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
の
が
寮
の

教
員
の
ス
タ
ン
ス
と
し
て
い
ま
す
。
寮
生
活

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
部
屋
の
掃
除
が
上
手
に

で
き
る
か
、
時
間
を
守
っ
た
生
活
が
送
れ
る

か
と
い
っ
た
生
活
上
の
小
さ
な
課
題
が
日
々

起
き
て
き
ま
す
。
こ
う
し
た
課
題
に
生
徒
が

気
づ
き
、
生
徒
同
士
が
話
し
合
い
、
方
策
を

立
て
実
行
し
、問
題
を
解
決
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
過
程
を
通
し
て
、「
社
会
人
基
礎
力
」

が
自
ず
と
養
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。

「
高
校
生
に
な
っ
た
ら
僕
も
フ
ロ
ア
長
に

な
っ
て
み
た
い
」、
寮
の
リ
ー
ダ
ー
は
下
級

生
の
憧
れ
の
存
在
で
す
。
上
級
生
が
下
級
生

に
命
令
し
て
従
わ
せ
る
よ
う
な
パ
ワ
ー
型
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
本
校
が
目
指
す
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
下
級
生
の
意
見
に
も
耳
を

傾
け
る
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
型
の

リ
ー
ダ
ー
育
成
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
リ
ー
ダ
ー
を
支
え
る
フ
ォ
ロ
ワ
ー
シ
ッ

プ
の
精
神
も
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

那
須
高
原
海
城
は
、
寮
生
活
で
培
わ
れ
る

「
人
間
力
」
を
武
器
に
「
社
会
を
動
か
す
」

こ
と
の
で
き
る
真
の
リ
ー
ダ
ー
を
育
成
し
て

い
き
ま
す
。

◇◇
寄
稿
者
紹
介
◇

塩
田　

顕
二
郎
（
し
お
た
け
ん
じ
ろ
う
）

海
城
中
学
校
・
高
等
学
校
卒
業
生
。
学

習
進
路
指
導
部
長
を
経
て
、
現
職
に
至
る
。

担
当
教
科
は
日
本
史
。

社
会
を
動
か
す
人
に
な
る

　

全
寮
制
で
育
ま
れ
る

　
「
社
会
人
基
礎
力
」・「
人
間
力
」

　

学
校
法
人　

海
城
学
園

　
　

那
須
高
原
海
城
中
学
校
・
高
等
学
校

教
頭　

塩
田　

顕
二
郎

欧米の雰囲気を持つ全寮制の校舎

和気あいあいと寮生活を謳歌する生徒たち
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●
私
立
大
学
退
職
金
財
団
か
ら
の
掛
金

を
財
源
と
し
な
い
退
職
資
金
の
交
付

私
立
大
学
退
職
金
財
団
か
ら
交
付

さ
れ
る
退
職
資
金
は
、
こ
れ
ま
で
掛

金
の
み
を
財
源
と
し
て
交
付
さ
れ
て
い
ま
し

た
が
、
平
成
二
十
三
年
度
に
掛
金
を
財
源
と

し
な
い
退
職
資
金
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
収
入
の
科
目
に
変

更
は
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
退
職
給
与
引
当
金

繰
入
調
整
額
計
算
へ
の
影
響
は
あ
り
ま
す
か
。

掛
金
を
財
源
と
し
な
い
退
職
資
金
交
付
事

業
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。

○○
事
業
の
目
的

団
塊
の
世
代
が
退
職
年
齢
を
迎
え
、
退

職
者
が
急
増
す
る
こ
と
、
ま
た
、
私
立
大

学
等
を
取
り
巻
く
経
営
環
境
が
急
激
に
厳

し
さ
を
増
し
て
い
る
状
況
を
勘
案
し
、
学

校
法
人
の
掛
金
率
の
低
減
・
安
定
化
を
図

る
こ
と
が
目
的
で
す
。

○
事
業
の
概
要

①
掛
金
で
は
な
く
、
退
職
資
金
支
払
準
備

特
定
資
産
（
財
団
が
保
有
し
て
い
る
利
息

等
蓄
積
額
）
を
財
源
に
充
て
ま
す
。

②
各
学
校
法
人
に
交
付
さ
れ
る
退
職
資
金

支
払
準
備
特
定
資
産
を
財
源
と
す
る
交
付

額
は
、
全
維
持
会
員
の
掛
金
累
積
額
に
対

す
る
当
該
学
校
法
人
の
掛
金
累
積
額
に
比

例
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

③
二
十
三
年
度
は
、
交
付
金
の
財
源
と
し

て
掛
金
よ
り
優
先
し
て
退
職
資
金
交
付
に

充
て
ま
す
。
学
校
法
人
ご
と
に
計
算
し
た

額
が
、
当
該
学
校
法
人
の
二
十
三
年
度
の

退
職
資
金
交
付
額
を
上
回
る
場
合
に
は
、

当
該
超
過
額
は
翌
年
度
以
降
の
交
付
金
に

順
次
充
当
し
ま
す
。

④
充
当
し
た
額
は
、
維
持
会
員
資
格
喪
失

時
の
清
算
金
の
算
定
時
に
用
い
る
退
職
資

金
交
付
金
累
積
額
か
ら
除
か
れ
ま
す
。

◎
本
件
に
つ
い
て
は
同
財
団
発
行
の
「
私
大

退
職
金
財
団
報
」
第
七
一
号
（
平
成
二
十

二
年
十
二
月
十
五
日
発
行
）
を
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

◇
事
業
内
容
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
先

（
私
立
大
学
退
職
金
財
団　

事
業
部
）

☎
〇
三
（
三
二
三
四
）
一
八
〇
一

今
回
の
掛
金
を
財
源
と
し
な
い
退

職
資
金
の
交
付
は
、
退
職
資
金
と
し

て
交
付
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
従

来
の
掛
金
を
財
源
と
す
る
場
合
と
同
様
で
あ

る
こ
と
か
ら
、「（
大
科
目
）
雑
収
入
」「（
小

科
目
）私
立
大
学
退
職
金
財
団
交
付
金
収
入
」

で
処
理
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
私
立
大
学
退
職
金
財
団
に
関
す
る

退
職
給
与
引
当
金
繰
入
調
整
額
の
計
算
に
つ

い
て
は
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
よ
り
「
学

校
法
人
委
員
会
報
告
第
二
九
号
」
が
公
表
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
退
職
給
与

引
当
金
の
計
算
時
に
お
い
て
、
年
度
必
要
繰

入
額
に
掛
金
累
積
額
と
交
付
金
累
積
額
と
の

差
を
加
減
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
根

拠
は
、
交
付
金
の
財
源
が
掛
金
で
あ
り
、
資

格
喪
失
時
の
清
算
額
計
算
の
対
象
と
な
る
こ

と
に
よ
り
ま
す
。

「
○
事
業
の
概
要
」
④
に
よ
れ
ば
、
掛
金

を
財
源
と
し
な
い
退
職
資
金
の
交
付
額
は
、

資
格
喪
失
時
の
清
算
額
計
算
の
対
象
額
と
さ

れ
な
い
こ
と
か
ら
、
退
職
給
与
引
当
金
の
計

算
に
お
い
て
は
交
付
金
累
積
額
に
は
含
ま
な

い
こ
と
に
な
り
ま
す
（
具
体
的
な
計
算
方
法

は
事
例
参
照
）。

問
い
合
わ
せ
先
（
私
学
振
興
事
業
本
部
）

私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー　

私
学
情
報
室

☎
○
三
（
三
二
三
○
）
七
八
四
六・七
八
四
七

Ｅ
メ
ー
ル　

center@
shigaku.go.jp

経　

営　

実　

務　

Ｑ
＆
Ａ

学
校
法
人
か
ら
、
私
学
経
営
情
報
セ
ン
タ
ー
に
寄
せ
ら
れ
た
会
計
処
理
に

関
す
る
質
問
を
、
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

項　　　目 Ａ Ｂ Ａ－Ｂ
① 当期末退職金要支給額 50,000 50,000
② 前期末引当金計上額 49,500 49,500
③ 当期引当金取崩額 500 500
④ 差引引当金期末残高　②－③ 49,000 49,000
⑤ 引当金要繰入額　①－④ 1,000 1,000
⑥ 当年度掛金額 600 600
⑦ 掛金累積額 3,000 3,000
⑧ 当年度交付金額 400 400
⑨ 交付金累積額 2,500 2,440（2,500－60） 60
⑩ 引当金繰入調整額　⑦－⑨ 500 560 △60
⑪ 引当金繰入額　⑤－⑩ 500 440 60
⑫ 当期末引当金計上額　④＋⑪ 49,500 49,440

○○具体的な計算方法事例
当年度の退職資金交付金が400であり、そ

の財源として、
Ａは、すべて掛金の場合、
Ｂは、うち60が掛金を財源としない額の
場合、

下表のようになります。
ただし、引当金繰入額計上基準が100％以外の場
合には、下表⑤の算式を①×○○％－④に変更する
ことになります。

Ｑ

A
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■
提
出
上
の
注
意

① 　

事
前
受
付
の
対
象
と
な
る
報
告
書
等
は

次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、
通
常
分
の
報

告
書
等
と
は
区
別
し
て
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

② 　

提
出
書
類
は
記
入
も
れ
の
な
い
よ
う
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。
特
に
、
学
校
記
号
番

号
に
誤
り
が
あ
る
と
別
の
学
校
法
人
等
で

決
定
し
て
し
ま
い
、
他
の
学
校
法
人
等
へ

大
変
な
迷
惑
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、正
確
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

③ 　
「
資
格
取
得
報
告
書
」
に
つ
い
て
は
、

私
学
共
済
制
度
の
加
入
履
歴
を
確
認
し
、

「
１
．
新
規
資
格
取
得
」「
３
．
再
資
格
取

得
」
の
い
ず
れ
か
を
丸
で
囲
ん
で
く
だ
さ

い
（
継
続
資
格
取
得
は
事
前
受
付
の
対
象

外
で
す
）。

　

 　

ま
た
、「
資
格
取
得
報
告
書
」
に
は
正

確
に
基
礎
年
金
番
号
を
記
入
す
る
と
と
も

に
、
基
礎
年
金
番
号
を
確
認
で
き
る
書
類

（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
等
）
の
写
し
を

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

④ 　

書
類
不
備
に
よ
る
返
送
等
が
あ
る
と
再

提
出
の
受
付
日
以
降
に
処
理
す
る
こ
と
と

な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
分
加
入
者
証
及
び

確
認
通
知
書
等
の
発
送
が
遅
く
な
り
ま

す
。

⑤ 　

任
意
継
続
加
入
者
が
引
き
続
い
て
四
月

一
日
か
ら
再
資
格
取
得
す
る
場
合
は
、
事

前
受
付
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。

資
格
取
得
・
資
格
喪
失
報
告
書
の
事
前
受
付

三
月
一
日
（
火
）
か
ら
受
け
付
け
を
始
め
ま
す

　

毎
年
三
月
末
か
ら
四
月
上
旬
は
資
格
取
得
や
資
格
喪
失
な
ど
の
届
け
出
が
集
中
し
ま
す
。
そ
こ

で
加
入
者
証
等
を
で
き
る
だ
け
早
く
お
届
け
す
る
た
め
に
、「
資
格
取
得
報
告
書
」
等
の
事
前
受

付
を
三
月
一
日
（
火
）
か
ら
実
施
し
ま
す
。
三
月
三
十
一
日
退
職
及
び
四
月
一
日
の
採
用
等
教
職

員
の
異
動
を
予
定
し
て
い
る
学
校
法
人
等
は
、
ぜ
ひ
事
前
受
付
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

■
報
告
内
容
の
訂
正

① 　

事
前
受
付
の
報
告
書
の
内
容
に
誤
り
が

あ
っ
た
と
き
は
、
必
ず
「
訂
正
申
出
書
」

等
に
よ
り
訂
正
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

 　

例
年
、
取
得
時
給
与
の
訂
正
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
誤
り
の
な
い
よ
う
確
認

の
う
え
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

 　

な
お
、
訂
正
処
理
後
の
加
入
者
証
等
の

発
送
は
四
月
中
旬
以
降
と
な
り
ま
す
。

② 　
「
任
意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失

報
告
書
」
を
提
出
し
た
後
に
再
就
職
が
決

定
し
、
資
格
喪
失
日
（
退
職
日
の
翌
日
）

か
ら
他
の
健
康
保
険
又
は
共
済
組
合
等
に

本
人
と
し
て
加
入
し
た
場
合
は
、
任
意
継

続
の
取
り
下
げ
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
、
必
ず
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

 　

な
お
、
次
の
事
由
に
よ
る
任
意
継
続
の

取
り
下
げ
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　

・
配
偶
者
等
の
被
扶
養
者
と
な
る

　

・
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
と
な
る

■
加
入
者
証
等
の
取
り
扱
い

① 　

三
月
三
十
一
日
退
職
者
は
、
退
職
日
ま

で
は
加
入
者
証
等
を
使
用
し
て
保
険
診
療

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
加
入
者
証

等
は
退
職
後
に
必
ず
回
収
し
て
く
だ
さ

い
。

② 　
「
資
格
取
得
報
告
書
」
と
「
被
扶
養
者

認
定
申
請
書
」
を
同
時
に
提
出
し
た
場
合

で
も
、
被
扶
養
者
の
認
定
処
理
に
時
間
が

か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

資
格
取
得
の
処
理
が
先
行
し
、
加
入
者
本

人
の
加
入
者
証
の
み
が
先
に
送
付
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

 　

被
扶
養
者
認
定
処
理
後
に
加
入
者
被
扶

養
者
証
を
送
付
し
ま
す
。

③ 　

報
告
内
容
の
訂
正
を
し
た
場
合
は
、
訂

正
処
理
後
に
正
し
い
内
容
の
加
入
者
証
等

を
送
付
し
ま
す
の
で
、
訂
正
前
の
加
入
者

証
等
は
返
納
し
て
く
だ
さ
い
。

　

加
入
者
証
返
納
の
際
は
、「
資
格
喪
失

に
よ
る
加
入
者
証
返
納
理
由
書
⑴
」
又
は

「
差
し
替
え
に
よ
る
加
入
者
証
返
納
理
由

書
⑵
」（
平
成
二
十
二
年
版「
事
務
の
手
引
」

八
六
ペ
ー
ジ
参
照
）
を
添
付
し
、
返
納
し

て
く
だ
さ
い
。

対象となる報告書等 事由発生日

①資格取得報告書※

　・新規資格取得
　・再資格取得
②所属学校等変更報告書
③被扶養者認定申請書
　（取得と同時申請分に限る）

４月１日
資格取得等

④資格喪失報告書
⑤ 任意継続加入者申出用資格
喪失報告書

３月31日
退職

※継続資格取得は対象外です。

受付期間 ３月１日以降
決定日 受け付けから８日～10日後の火曜日・金曜日
発送日 決定日から３日後（土・日・祝日を除きます）

毎週２回の決定後に順次加入者証等の発送を行います。
※ 受け付けから加入者証等の発送までの事務処理におお
むね２週間（標準処理期間）が必要となります。

※ 標準処理期間内は、処理状況に関する電話照会を控え
ていただくようお願いします。

※ ３月中に加入者証等が学校法人等へ届いた場合でも、
４月１日以降に該当者に渡してください。
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１　

資
格
関
係

　

資
格
喪
失
報
告
書　

　
「
資
格
喪
失
報
告
書
」
は
退
職
日
か
ら
十

日
以
内
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

退
職
日
の
翌
日
（
資
格
喪
失
日
）
か
ら
加

入
者
と
し
て
の
資
格
が
な
く
な
り
、
加
入
者

証
等
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
必
ず
同
報
告
書

に
加
入
者
証
・
加
入
者
被
扶
養
者
証
及
び
高

齢
受
給
者
証
を
添
付
し
て
返
納
し
て
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
長
期
給
付
（
年
金
）
の
加
入
者
期

間
は
資
格
喪
失
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で

と
な
り
ま
す
（
月
末
の
退
職
は
退
職
し
た
月

ま
で
、
ま
た
、
月
途
中
で
の
退
職
は
そ
の
月

の
前
月
ま
で
が
加
入
者
期
間
に
な
り
ま
す
）。

　

長
期
給
付
加
入
者
記
録
票
の
送
付　

　

加
入
者
が
資
格
喪
失
す
る
と
確
認
通
知
書

と
「
長
期
給
付
加
入
者
記
録
票
」
を
学
校
法

人
等
あ
て
に
送
付
し
ま
す
の
で
、
加
入
者
に

必
ず
渡
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
長
期
給
付
加
入
者
記
録
票
」
に
は
、
将

来
年
金
を
請
求
す
る
と
き
に
必
要
な
加
入
者

番
号
や
加
入
期
間
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

任
意
継
続
加
入
者
に
な
る
場
合　

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
と
一
日
以
上

加
入
者
で
あ
っ
た
人
（
注
一
）
が
資
格
を
喪

失
し
た
と
き
に
任
意
継
続
加
入
者
に
な
る

と
、
喪
失
日
か
ら
原
則
二
年
間
（
注
二
）
は

短
期
給
付
（
休
業
給
付
を
除
き
ま
す
）
及
び

福
祉
事
業
（
貸
付
け
及
び
貯
金
等
を
除
き
ま

す
）
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、

長
期
給
付
（
年
金
）
は
継
続
で
き
ま
せ
ん
。

　

任
意
継
続
加
入
を
希
望
す
る
場
合
は
「
任

意
継
続
加
入
者
申
出
用
資
格
喪
失
報
告
書
」

を
退
職
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
後
日
、
本
人
の
住
所
あ
て
に
「
任

意
継
続
加
入
者
証
」「
任
意
継
続
掛
金
納
付
通

知
書
」（
自
動
振
替
は
で
き
ま
せ
ん
）等
を
送

付
し
ま
す
。
納
付
期
限
ま
で
に
掛
金
の
支
払

い
が
な
い
場
合
、
任
意
継
続
加
入
者
の
資
格

は
喪
失
し
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

（
注
一
）
任
意
継
続
加
入
者
の
申
し
出
の
条

件
で
あ
る「
引
き
続
き
一
年
と
一
日
以
上
」

の
期
間
に
は
、
過
去
の
任
意
継
続
加
入
者

の
期
間
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

（
注
二
）
喪
失
日
か
ら
二
年
の
間
に
七
十
五

歳
を
迎
え
る
人
に
つ
い
て
は
、
任
意
継
続

加
入
者
の
期
間
は
七
十
五
歳
の
誕
生
日
の

前
日
ま
で
に
な
り
ま
す
。

　

２　

短
期
関
係

　

退
職
後
、
本
人
と
し
て
他
の
健
康
保
険
制

度
（
国
民
健
康
保
険
を
除
く
）
に
加
入
し
た

と
き
は
、
私
学
共
済
制
度
の
資
格
喪
失
後
の

給
付
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

退
職
後
の
付
加
給
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

出
産
費　

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
退
職
後
六
か
月
以
内
に
出
産

し
た
と
き
は
、
出
産
費
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
退
職
後
、
家
族
の
被
扶
養
者
に

な
っ
た
と
き
は
、
家
族
出
産
費
（
又
は
家
族

出
産
育
児
一
時
金
）
を
受
け
る
か
、
私
学
共

済
制
度
の
資
格
喪
失
後
の
出
産
費
を
受
け
る

か
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
選
択
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
（
両
方
か
ら
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
）。

　

医
療
機
関
等
に
本
事
業
団
が
出
産
費
を
支

払
う
「
直
接
支
払
制
度
」
を
利
用
す
る
と
き

は
、「
私
学
事
業
団
か
ら
資
格
喪
失
後
の
出

産
費
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
旨
」
の
証
明
書

を
医
療
機
関
等
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
証
明
書
の
発
行
は
本
人
が
文
書
で
共
済

事
業
本
部
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

出
産
手
当
金　

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
退
職
時
に
出
産
手
当
金
を

受
給
し
て
い
た
と
き
は
、
出
産
日
後
五
十
六

日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
休
業
中
は
給
付
額
以
上
の
給
与
が

支
払
わ
れ
て
い
た
た
め
出
産
手
当
金
を
受
け

て
い
な
か
っ
た
人
も
、
出
産
日
後
五
十
六
日

ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
在
職
中
は
休
業
せ
ず
勤
務
し
て

い
た
場
合
は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

傷
病
手
当
金　

　

退
職
日
ま
で
引
き
続
き
一
年
以
上
加
入
者

で
あ
っ
た
人
が
、
退
職
後
も
継
続
し
て
労
働

能
力
が
な
く
療
養
し
て
い
る
場
合
は
、
支
給

期
間
一
年
六
か
月
を
限
度
と
し
て
傷
病
手
当

金
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

① 

退
職
時
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
て
い
た
と

き
は
、
継
続
し
て
受
け
ら
れ
ま
す
。

② 

在
職
中
に
傷
病
手
当
金
を
受
け
る
要
件
を

満
た
し
て
い
な
が
ら
、
在
職
中
は
給
付
額

以
上
の
給
与
が
支
払
わ
れ
て
い
た
た
め
傷

病
手
当
金
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
人
も
対

象
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
を
受
け
る

た
め
求
職
の
申
し
込
み
を
し
た
と
き
は
、
傷

病
手
当
金
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
障
害
給
付
（
年
金
又
は
一
時
金
）

及
び
退
職
・
老
齢
を
事
由
と
す
る
年
金
を
受

け
て
い
る
場
合
に
は
、
傷
病
手
当
金
を
受
け

ら
れ
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
支
給
さ
れ
る
年
金
の
日
額
が
傷

病
手
当
金
の
日
額
を
下
回
る
と
き
は
、
そ
の

差
額
を
傷
病
手
当
金
と
し
て
受
け
ら
れ
ま

す
。

退
職
時
の
手
続
き
②

　
　
　
　
　

―
資
格
・
短
期
・
年
金
・
貸
付
―
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埋
葬
料　

　

加
入
者
が
退
職
後
三
か
月
以
内
に
死
亡
し

た
と
き
は
、
埋
葬
料
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

３　

年
金
関
係

　

 

六
十
歳
未
満
の
人
が
退
職
し
た
場
合

①
加
入
者
期
間
が
一
年
以
上
の
人

　

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
日
以
前
に
生
ま
れ

た
人
は
、
六
十
歳
に
な
っ
た
と
き
に
退
職
共

済
年
金
の
受
給
権
が
生
じ
ま
す
。

　

そ
の
後
に
生
ま
れ
た
人
は
、
支
給
開
始
年

齢
が
段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
（
平
成

二
十
二
年
版
「
事
務
の
手
引
」
四
五
二
ペ
ー

ジ
参
照
）。

②
加
入
者
期
間
が
一
年
未
満
の
人

　

六
十
五
歳
に
な
っ
た
と
き
に
退
職
共
済
年

金
の
受
給
権
が
生
じ
ま
す
。

③
請
求
手
続
き

　

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
が
生
じ
る
一
か

月
位
前
に
、
共
済
事
業
本
部
又
は
各
ガ
ー
デ

ン
パ
レ
ス
（
東
京
・
京
都
を
除
き
ま
す
）
の

共
済
業
務
課
に
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

退
職
共
済
年
金
の
受
給
要
件
と
し
て
、
加

入
者
期
間
等
が
二
十
五
年
以
上
必
要
で
す
。

退
職
共
済
年
金
の
決
定
を
受
け
て

い
る
人
が
退
職
し
た
場
合

①
七
十
歳
未
満
の
退
職

　

資
格
喪
失
後
、「
退
職
共
済
年
金
改
定
請

求
書
（
退
職
用
）」
を
年
金
者
あ
て
に
送
付
し

ま
す
の
で
、
学
校
法
人
等
を
経
由
せ
ず
、
直

接
共
済
事
業
本
部
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
退
職
後
一
か
月
以
内
に
再
び
加
入

者
と
な
っ
た
場
合
は
、
退
職
改
定
に
該
当
し

な
い
た
め
、
提
出
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

②
七
十
歳
の
「
み
な
し
退
職
」
後
の
実
退
職

　

退
職
改
定
の
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　

求
職
の
申
し
込
み
を
し
た
場
合　

　

六
十
五
歳
未
満
の
人
が
受
給
す
る
退
職
共

済
年
金
は
、
雇
用
保
険
の
基
本
手
当
と
の
調

整
が
行
わ
れ
ま
す
。
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職

の
申
し
込
み
を
し
た
と
き
は
、
届
け
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
共
済
事
業
本
部
に
照

会
し
て
く
だ
さ
い
。

他
の
被
用
者
年
金
制
度
等
に
加
入

し
た
場
合

　

退
職
共
済
年
金
・
障
害
共
済
年
金
の
受
給

権
者
が
、
私
学
退
職
後
に
他
の
被
用
者
年
金

制
度
等
に
加
入
し
た
と
き
は
、
当
該
制
度
の

給
与
（
報
酬
）、
賞
与
等
に
応
じ
て
年
金
支

給
に
一
部
停
止
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
共

済
事
業
本
部
に
照
会
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
年
金
の
届
け
出　

　

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
が
退
職
す
る

と
、
退
職
し
た
加
入
者
と
そ
の
加
入
者
に
扶

養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
（
被
扶
養
配
偶
者
）

は
、
国
民
年
金
へ
の
届
け
出
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
届
け
出
が
な
い
と
、

将
来
年
金
が
受
給
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
再
就

職
先
の
事
業
所
又
は
市
区
町
村
の
国
民
年
金

担
当
の
窓
口
で
届
け
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
国
民
年
金
の
強
制
加
入
は
六
十
歳

未
満
で
す
。
退
職
し
た
加
入
者
や
そ
の
被
扶

養
配
偶
者
が
六
十
歳
以
上
の
場
合
は
、
届
け

出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
三
月
三
十
一
日
退
職
の
場
合
】

①
四
月
一
日
に
再
就
職
す
る

加
入
者
本
人
不
要

被
扶
養
配
偶
者

｢

種
別
確
認
届｣

を
提
出

届
出
先
再
就
職
先
の
事
業
所

②
四
月
一
日
か
ら
無
職
・
自
営
業
と
な
る

加
入
者
本
人
「
種
別
変
更
届
」
を
提
出

被
扶
養
配
偶
者
「
種
別
変
更
届
」
を
提
出

届
出
先
市
区
町
村
の
国
民
年
金
担
当
窓
口

　

４　

貸
付
関
係

　

貸
付
け
の
償
還　

　

貸
付
け
は
、
学
校
法
人
等
に
在
職
す
る
加

入
者
し
か
利
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
退
職
等

に
よ
り
加
入
者
資
格
を
喪
失
し
た
と
き
は
、

全
額
償
還
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
全
額

償
還
す
る
方
法
は
、「
即
時
償
還
」
と
「
在
職

中
の
任
意
償
還
」
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。

⑴ 　

資
格
喪
失
の
確
認
後
に
即
時
償

還
を
す
る

　

学
校
法
人
等
が
「
資
格
喪
失
報
告
書
」
を

提
出
し
、
本
事
業
団
が
確
認
す
る
と
自
動
的

に
即
時
償
還
と
な
り
ま
す
。

①
最
終
定
期
償
還

　

貸
付
け
の
償
還
と
し
て
の
届
け
出
は
不
要

で
す
が
、
資
格
喪
失
を
確
認
す
る
ま
で
は
定

期
償
還
が
継
続
し
ま
す
。
手
続
き
の
時
期
に

よ
り
、
実
際
に
は
退
職
し
た
月
以
後
の
定
期

償
還
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

②
償
還
期
限
（
払
込
期
限
）

　

即
時
償
還
は
、償
還
通
知
書
の
交
付
日（
資

格
喪
失
を
本
事
業
団
が
確
認
し
た
日
）
か
ら

六
十
日
が
償
還
期
限
と
な
り
ま
す
。

③
即
時
償
還
の
額

　

即
時
償
還
の
額
は
、
最
終
定
期
償
還
後
の

元
本
残
額
と
払
込
日
ま
で
の
経
過
利
息
の
合

計
額
で
す
。
償
還
期
限
ま
で
、
貸
付
け
の
応

当
日
ご
と
に
月
利
計
算
し
た
経
過
利
息
を
加

算
し
ま
す
（
定
期
償
還
で
利
息
を
支
払
っ
た

月
の
利
息
は
か
か
り
ま
せ
ん
）。

　

な
お
、
即
時
償
還
の
払
込
取
扱
票
は
、
経

過
利
息
の
計
算
に
あ
わ
せ
、
複
数
枚
を
送
付

し
ま
す
の
で
、即
時
償
還
通
知
書
を
確
認
し
、

払
込
日
に
合
致
し
た
償
還
額
の
も
の
を
使
用

し
て
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

即
時
償
還
期
限
を
過
ぎ
た
場
合
、
後
日
、

学
校
法
人
等
を
通
じ
て
一
日
当
た
り
〇
・

〇
三
％
の
延
滞
金
を
請
求
し
ま
す
。

④
償
還
金
の
回
収
方
法

　

即
時
償
還
の
通
知
書
を
受
け
取
っ
た
ら
、
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借
受
人
の
退
職
金
等
か
ら
控
除
す
る
か
、
借

受
人
か
ら
預
か
っ
た
償
還
額
を
学
校
法
人
等

が
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
退
職
後
に
発
生
し
て
い
る
定
期
償

還
が
あ
る
場
合
は
、即
時
償
還
と
あ
わ
せ
て
、

定
期
償
還
期
限
ま
で
に
他
の
借
受
人
と
一
緒

に
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

【
退
職
後
に
喪
失
を
報
告
し
た
即
時
償
還
】

●
三
月
三
十
一
日
退
職

　
（
四
月
一
日
資
格
喪
失
）

　

•
四
月
六
日　

三
月
分
定
期
償
還
期
限

●
「
資
格
喪
失
報
告
書
」
を
提
出

　

（
標
準
処
理
期
間　

受
付
か
ら
二
週
間
）

　
　
（
こ
の
間
に
四
月
通
知
定
期
償
還
発
生
）

●
資
格
喪
失
を
確
認
と
同
日
に

　

即
時
償
還
通
知
書
を
交
付　

　

•
五
月
六
日　

四
月
分
定
期
償
還
期
限

●
交
付
日
の
六
十
日
後　

即
時
償
還
期
限

退
職
時
に
償
還
す
べ
き
額

　
　

三
月
分
・
四
月
分
定
期
償
還
額

　
　
　
　
　

＋

即
時
償
還
額（

四
月
定
期
償
還
後
元
本

＋
経
過
利
息　
　
　
　）

▼
資
格
喪
失
の
事
前
受
付
と
即
時
償
還

　

年
度
末
に
実
施
し
て
い
る
資
格
関
係
書
類

の
事
前
受
付
で
資
格
喪
失
を
手
続
き
し
た
場

合
、
四
月
通
知
の
定
期
償
還
を
確
定
さ
せ
る

前
に
資
格
喪
失
が
確
認
で
き
る
た
め
、
三
月

通
知
が
最
終
定
期
償
還
に
な
り
ま
す
。

◎
事
前
受
付
で
手
続
き
し
た
場
合
、
資
格
喪

失
の
確
認
時
期
が
貸
付
け
の
応
当
日
直
前
に

な
る
た
め
、
償
還
通
知
を
学
校
が
受
け
取
っ

た
時
点
で
使
用
で
き
な
い
払
込
取
扱
票
が
同

封
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
事

前
受
付
と
い
う
特
例
の
処
理
に
因
る
も
の
で

す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
事
前
受
付
で
喪
失
報
告
し
た
即
時
償
還
】

●
三
月
初
旬

　

事
前
受
付
で
資
格
喪
失
を
報
告

　
●
三
月
三
十
一
日
退
職

　
（
四
月
一
日
資
格
喪
失
）

　

•
四
月
六
日　

三
月
分
定
期
償
還
期
限

● 

資
格
喪
失
を
確
認
（
四
月
初
旬
）
と
同
日

に
即
時
償
還
通
知
書
を
交
付

　
●
交
付
日
の
六
十
日
後　

即
時
償
還
期
限

退
職
時
に
償
還
す
べ
き
額

　
　

三
月
分
定
期
償
還
額

　
　
　
　
　

＋

即
時
償
還
額（

三
月
定
期
償
還
後
元
本

＋
経
過
利
息　
　
　
　）

⑵　

在
職
中
に
任
意
償
還
を
す
る

　

資
格
喪
失
を
報
告
す
る
前
に
、
在
職
中
に

任
意
償
還
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

在
職
中
に
償
還
す
る
の
が
原
則
で
す
の
で
、

退
職
す
る
月
の
十
五
日
を
超
え
た
申
し
出

や
、
資
格
喪
失
の
報
告
と
同
時
や
事
後
の
申

し
出
は
避
け
て
く
だ
さ
い
。

①
最
終
定
期
償
還

　

毎
月
十
五
日
（
必
着
）
ま
で
に
「
貸
付
金

任
意
償
還
・
団
信
制
度
脱
退
申
出
書
」
で
申

し
出
る
と
、翌
月
の
定
期
償
還
は
発
生
せ
ず
、

当
月
の
定
期
償
還
が
最
終
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
十
五
日
を
過
ぎ
た
場
合
は
、
翌
月

の
定
期
償
還
が
発
生
し
ま
す
。

②
償
還
期
限
（
払
込
期
限
）

　

任
意
償
還
の
償
還
期
限
は
、
最
終
定
期
償

還
の
償
還
期
限
と
同
日
と
し
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
お
お
む
ね
任
意
償
還
を
申
し

出
た
月
の
翌
月
の
貸
付
け
の
応
当
日
前
日

（
一
日
か
ら
六
日
）
に
な
り
ま
す
の
で
、
償

還
金
の
回
収
（
退
職
金
か
ら
の
控
除
）
に
時

間
が
か
か
る
場
合
は
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

③
任
意
償
還
の
額

　

任
意
償
還
の
額
は
、
最
終
定
期
償
還
後
の

元
本
残
額
に
な
り
ま
す
が
、
半
年
払
償
還
を

併
用
し
て
い
る
場
合
に
限
り
、
直
近
の
半
年

払
の
償
還
月
か
ら
払
込
日
ま
で
の
経
過
利
息

が
か
か
り
ま
す
。

　

な
お
、
任
意
償
還
の
償
還
期
限
を
過
ぎ
た

場
合
、
後
日
、
学
校
法
人
等
を
通
じ
て
不
足

利
息
（
月
利
）
を
請
求
し
ま
す
。

④
償
還
金
の
回
収
方
法

　

任
意
償
還
の
通
知
を
受
け
取
っ
た
ら
、
借

受
人
の
退
職
金
等
か
ら
控
除
す
る
か
、
借
受

人
か
ら
預
か
っ
た
償
還
額
を
、
学
校
法
人
等

が
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

【
在
職
中
に
任
意
償
還
を
申
し
出
】

●
三
月
十
五
日
（
必
着
）

　

任
意
償
還
申
出
受
付

　
●
任
意
償
還
通
知
書
を
交
付

　
●
三
月
三
十
一
日
退
職

　
（
四
月
一
日
資
格
喪
失
）

●
四
月
一
日
〜
六
日　

償
還
期
限

●
四
月
六
日　

三
月
分
定
期
償
還
期
限

退
職
時
に
償
還
す
べ
き
額

　
　

三
月
分
定
期
償
還
額

　
　
　
　
　

＋

任
意
償
還
額（

三
月
定
期
償
還
後
元
本

＋
半
年
払
い
経
過
利
息）

▼
団
信
制
度
の
加
入
期
間

　

団
信
制
度
の
加
入
期
間
は
、
定
期
償
還
で

保
険
料
充
当
金
を
負
担
し
た
月
の
月
末
ま
で

で
す
。
こ
の
た
め
、
十
五
日
ま
で
に
任
意
償

還
を
申
し
出
た
場
合
は
、
申
し
出
た
月
の
月

末
に
脱
退
と
な
り
、
翌
月
は
補
償
の
対
象
に

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
即
時
償
還
の
場
合
は
、

学
校
法
人
等
に
在
職
中
で
あ
る
か
ど
う
か
に

か
か
わ
ら
ず
、
最
終
定
期
償
還
で
充
当
金
を

負
担
し
た
月
の
月
末
で
脱
退
と
な
り
ま
す
。

　

平
成
二
十
三
年
二
月
十
四
日
〜
三
月

十
日
に
開
催
の
第
二
回
私
学
共
済
事
務

担
当
者
連
絡
会
に
お
い
て
、
退
職
時
の

貸
付
け
の
償
還
を
説
明
す
る
予
定
で
す
。
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共
済
業
務

加
入
者
資
格
は
私
立
学
校
教
職
員

共
済
法
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す

　

私
立
学
校
に
勤
務
す
る
教
職
員
等
は
、
私

立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
十
四
条
に
基
づ
き

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

　

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法

第
十
四
条
（
加
入
者
）

　

私
立
学
校
法
第
三
条
に
定
め
る
学
校

法
人
、
同
法
第
六
十
四
条
第
四
項
の
法

人
又
は
事
業
団
（
以
下
「
学
校
法
人
等
」

と
い
う
。）
に
使
用
さ
れ
る
者
で
学
校

法
人
等
か
ら
給
与
を
受
け
る
も
の
（
次

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
以
下
「
教
職
員

等
」
と
い
う
。）
は
、
私
立
学
校
教
職

員
共
済
制
度
の
加
入
者
と
す
る
。

　

一　

船
員
保
険
の
被
保
険
者

　

二　

専
任
で
な
い
者

　

三　

臨
時
に
使
用
さ
れ
る
も
の

　

四 　

前
三
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、

常
時
勤
務
に
服
し
な
い
者

１　
「
加
入
者
」
と
は

　

国
籍
、
年
齢
に
関
係
な
く
、「
学
校
法
人

等
に
使
用
さ
れ
る
者
」
で
学
校
法
人
等
か
ら

給
与
を
受
け
る
人
（
第
十
四
条
に
お
い
て
適

用
が
除
外
さ
れ
る
人
を
除
き
ま
す
）
は
、
私

学
共
済
制
度
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

※ 

「
学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
る
者
」と
は
、

学
校
法
人
等
と
実
質
上
の
雇
用
関
係
が
あ

り
、
給
与
や
賃
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
人

を
い
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
試
用
期
間

と
い
う
形
で
勤
務
す
る
場
合
や
、
法
人
の

代
表
者
等
が
給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
場

合
な
ど
も
該
当
し
ま
す
。

２　
「
適
用
が
除
外
さ
れ
る
者
」
と
は

⑴
船
員
保
険
の
被
保
険
者

　

船
員
法
第
一
条
に
規
定
す
る
船
員
と
し
て

船
舶
所
有
者
に
使
用
さ
れ
る
人
及
び
疾
病
任

意
継
続
被
保
険
者
を
い
い
ま
す
。

⑵
専
任
で
な
い
者

　

他
に
本
業
が
あ
り
学
校
法
人
等
か
ら
受
け

　

学
校
法
人
等
に
使
用
さ
れ
、
給
与
を
受
け
て
い
る
人
は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
よ
り
私

学
共
済
制
度
の
加
入
者
と
な
り
ま
す
。
個
人
の
意
思
で
加
入
・
脱
退
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

採
用
さ
れ
た
教
職
員
等
が
資
格
要
件
を
満
た
し
加
入
者
に
該
当
す
る
と
き
は
、
速
や
か
に
「
資
格

取
得
報
告
書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

る
給
与
を
生
計
の
主
た
る
資
と
し
な
い
人
を

い
い
ま
す
。
例
え
ば
、
兼
任
講
師
や
医
師
、

弁
護
士
等
を
本
業
と
す
る
教
職
員
が
挙
げ
ら

れ
ま
す
。

⑶
臨
時
に
使
用
さ
れ
る
者

　

雇
用
関
係
の
実
態
が
臨
時
的
で
あ
る
人

で
、
次
に
該
当
す
る
場
合
を
い
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
臨
時
的
名
目
に
よ
っ
て
使
用
さ

れ
て
い
て
も
雇
用
関
係
の
実
態
が
常
用
的

で
、
契
約
期
間
経
過
後
も
引
き
続
き
使
用
さ

れ
る
よ
う
な
場
合
は
、常
用
的
使
用
関
係（
※
）

に
な
っ
た
と
し
て
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

① 　

臨
時
の
業
務
に
つ
き
、
二
か
月
以
内
の

期
間
を
定
め
て
使
用
さ
れ
る
人
。
例
え

ば
、
季
節
的
・
一
時
的
業
務
に
使
用
さ
れ

る
人
、
夏
期
講
習
会
の
講
師
・
事
務
員
等

が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
所
定
の
期

間
を
経
過
し
た
後
も
引
き
続
き
使
用
さ
れ

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
翌
日
か
ら
加

入
者
と
な
り
ま
す
。

② 　

日
々
雇
い
入
れ
ら
れ
る
人
。
た
だ
し
、

引
き
続
き
一
か
月
以
上
使
用
さ
れ
る
に

至
っ
た
と
き
は
一
か
月
を
経
過
し
た
日
の

翌
日
か
ら
加
入
者
と
な
り
ま
す
。

⑷ 
前
記
⑴
〜
⑶
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
常
時

勤
務
に
服
し
な
い
者

　

前
記
⑴
〜
⑶
以
外
で
、
勤
務
日
数
や
時
間

数
に
つ
い
て
常
時
勤
務
者
ほ
ど
の
拘
束
を
受

け
な
い
人
を
い
い
ま
す
。
例
え
ば
、
校
医
、

嘱
託
等
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

※ 

常
用
的
使
用
関
係
に
あ
る
か
ど
う
か
の
判

断
基
準

　

学
校
法
人
等
と
常
用
的
使
用
関
係
に
あ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
三
点
に
留
意

し
て
取
り
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
す
。

① 　

常
用
的
使
用
関
係
に
あ
る
か
否
か
は
、

当
該
教
職
員
等
の
労
働
日
数
、労
働
時
間
、

就
労
形
態
、
勤
務
内
容
等
を
総
合
的
に
勘

案
し
て
取
り
扱
う
こ
と

② 　

一
日
又
は
一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
及

び
一
か
月
の
所
定
労
働
日
数
が
、
当
該
学

校
法
人
等
に
お
い
て
同
種
の
業
務
に
従
事

す
る
通
常
の
教
職
員
等
の
所
定
労
働
時
間

及
び
所
定
労
働
日
数
の
概
ね
四
分
の
三
以

上
で
あ
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
加
入
者

と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

③ 　

②
に
該
当
し
な
い
人
で
あ
っ
て
も
、
①

の
趣
旨
に
従
い
、
加
入
者
と
し
て
取
り
扱

う
こ
と
が
適
当
な
場
合
が
あ
る
た
め
、
当

該
教
職
員
等
の
就
労
の
形
態
等
個
々
具
体

的
事
例
に
即
し
て
判
断
す
る
こ
と

学
校
法
人
等
は
必
ず
資
格
取
得
を

報
告
し
て
く
だ
さ
い

　

採
用
さ
れ
た
教
職
員
等
が
資
格
要
件
を
満

た
し
加
入
者
に
該
当
す
る
場
合
は
、
学
校
法

人
等
は
資
格
取
得
を
十
日
以
内
に
私
学
事
業

団
へ
報
告
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
（
私
立
学

校
教
職
員
共
済
法
第
第
四
十
七
条
及
び
施
行

規
則
第
一
条
）。

　

な
お
、
届
出
用
紙
は
私
学
共
済
事
業
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

私
学
共
済
制
度
の
加
入
者
資
格



任意継続加入者掛金納付通知書の送付

⑴平成23年３月中に任意継続加入期間が満了する人
　 　３月上旬に、「任意継続加入期間満了のお知らせ」
と国民健康保険等へ加入する際に必要となる「資格証
明書」を任意継続加入者の住所あてに送付します。

⑵23年４月以降引き続き任意継続加入期間のある人
　 　３月上旬に23年度分の「任意継続掛金納付通知書」
（以下「納付通知書」といいます）を任意継続加入者
の住所あてに送付します。

※ 23年度中に満75歳になり、後期高齢者医療制度の対
象となる任意継続加入者について

　 　75歳の誕生日（資格喪失日）の属する月の前月分ま
での「納付通知書」を送付します。75歳の誕生月以降
は広域連合に後期高齢者医療制度の保険料を納付する
ことになります。

　 　なお、誕生月の前月に事前連絡書及び75歳未満の被
扶養者が国民健康保険等に加入する際に必要となる
「資格証明書」を任意継続加入者の住所あてに送付し
ます（「資格証明書」は、被扶養者の有無に関わらず、
すべての人に送付します）。

高齢者のための新たな医療制度
（最終とりまとめ）

　平成22年12月20日、後期高齢者医療制度廃止後の新た
な制度の具体的なあり方について、厚生労働大臣主宰の
高齢者医療制度改革会議における議論等を踏まえて、「最
終とりまとめ」が行われ、公表されました。
　「最終とりまとめ」には、制度改革の基本的な方向や
新たな制度の具体的な内容等がまとめられています。
　詳しい内容は、私学共済事業ホームページから「高齢
者医療制度改革会議（厚生労働省ホームページ）」をご
覧ください。
・私学共済トップページ「医療保険制度改革について」

↓
・「高齢者医療制度改革会議（厚生労働省ホームページ）」

　加入者向広報「レター」３月号等を３月中旬に学
校法人等あてに送付します。送付部数は１月末現在
の加入者数となっています。不足の場合は、広報相
談センター広報班までご連絡ください。

平成22年度第２回
私学共済事務担当者連絡会の開催時間

　開催時間は、すでにご案内しましたとおり午後１時
30分からです。東京会場の２月14日と16日に限っては、
午前９時30分からとなりますのでご注意ください。
　日程及び会場については、本誌１月号を参照のうえ、
ぜひご出席ください。

積立共済年金の給付金請求時の添付書類が
一部変更となります

　平成23年４月末脱退より給付金請求時の添付書類が一
部変更され、満了・中途脱退の場合の年金・一時金請求
には印鑑証明書の提出が不要となります。
　なお、死亡脱退の場合は受取人の印鑑証明書が必要で
すが、一時金が300万円超～1,000万円以下の場合は、印
鑑証明書（300万円以下不要）に代わり運転免許証・パ
スポート・健康保険証のいずれかの写しで代用できます。

　共済事業本部の代表電話がつながりにくい状態に
なっており、ご迷惑をおかけしております。特に、
月曜日や午前中は電話が大変混雑しておりますので、
ご了承ください。

共済業務

〒113 - 8441　文京区湯島1-7-5

☎03（3813）5321（代表）
ご照会の際には、学校番号、加入者番号を
お手元にご用意ください。
http://www.shigakukyosai.jp/

共済業務

２日（水） 貸付  送金

６日（日） 貸付  １月分定期償還期限

10日（木） 貯金  払込期限（必着）

15日（火） 貸付  ３月２日送金申し込み・任意償還申出締め切り

21日（月） 貯金  送金

22日（火） 貸付  送金

25日（金）
貯金  払戻・解約請求締め切り
積立共済年金  脱退申出等締め切り

28日（月）

掛金  １月調定分納期限
貸付  ３月22日送金申し込み締め切り
掛金  １月調定分口座振替（自振校のみ）
貸付  ２月分定期償還口座振替（自振校のみ）

１日（火） 資格事前受付開始
２日（水） 貸付  送金

６日（日） 貸付  ２月分定期償還期限

10日（木） 貯金  払込期限（必着）

15日（火） 貸付  ４月４日送金申し込み・任意償還申出締め切り

　　　　月の共済業務スケジュール　　　　月の共済業務スケジュール２２

　　　　月の共済業務スケジュール　　　　月の共済業務スケジュール３３
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私学事業団ホームページ　http://www.shigaku.go.jp/
（「月報私学」はホームページにも掲載しています）



助成業務の貸付金にかかる償還のご案内
（平成23年３月分）

　助成業務の貸付金にかかる元金・利息の償還について
は、契約締結後に送付しました「償還年次表」、及び後
日送付します「貸付金返済期日のご案内」を参照のうえ、
払込指定期日までに私学事業団指定口座にご入金くださ
い。
　償還金の振り込みにあたっては、次の点に留意してく
ださい。
　① 「貸付金返済期日のご案内（振込依頼書）」を使用し、
「電信扱い」にしてください。

　② 償還金は、必ず「学校法人単位」で一括してお振り
込みください（設置学校ごとに分割しての振り込み
は、ご遠慮ください）。

　特に３月は約定償還日にあたります。遺漏のないよう
お取り計らいください。
※ 払込指定期日を過ぎますと、その翌日から支払日（本事業団の
口座に入金された日）までの期間について、遅延損害金が発生
しますので、ご注意ください。

 融資部　融資課
 ☎03（3230）7869～7871
 Ｅメール　yushi@shigaku.go.jp

会計処理等の質問・相談を承っています

　私学経営情報センターでは、会計処理をはじめとして、
人事・学務等、私学経営全般にわたるご質問、ご相談を
電話やFAX、Eメール等で随時承っています。ぜひご利
用ください。
 私学経営情報センター　私学情報室
 ☎03（3230）7846・7847（会計処理）
 ☎03（3230）7837（私学経営全般）
 Ｅメール　center@shigaku.go.jp

受配者指定寄付金
寄付金配付申請書類の受け付け

　本年度の寄付金配付申請については、
３月11日（金）到着分　までを

年度内の配付（送金）とします。
　年度内に寄付金の配付を必要とされる場合は、配付申
請書類の提出時期にご留意ください。
 助成部　寄付金課
 ☎03（3230）7317・7318
 Eメール　kifukin@shigaku.go.jp

〒102 - 8145　千代田区富士見1-10-12

☎03（3230）1321（代表）
http://www.shigaku.go.jp/s_home.htm

助成業務

「月報私学」表紙写真の募集
　本誌の表紙写真を私立学校から広く募集します。下記のテーマに沿った写真をふるってご応募ください。
採用させていただく場合には改めてご連絡します。

○募集テーマ
　四季折々の季節感のある私立学校の学園風景
　～参考例～

4月 桜・入学式・オリエンテーション

5月 鯉のぼり・新緑・修学旅行・春の遠足

6月 梅雨・アジサイ・体育祭

○応募写真
　デジタル（ファイルサイズ２MB程度）、プリント、
ポジフィルムいずれかの写真
○応募方法
　写真は、学校法人等名、担当者名及び連絡先を明記
のうえ、郵送もしくはメールでご送付ください。

※写真は原則として返却いたしません。
※ 応募作品は著作権などの権利が応募時点で応募者に帰属する
ものに限ります。
※ 採用作品は、私学事業団が「月報私学」の表紙写真として使
用し、冊子として刊行、本事業団ホームページに掲載するほ
か、「月報私学」表紙写真の募集広告に使用することがあり
ます。
※ 撮影対象の肖像権侵害などの責任は負いかねます。応募に際
しては、必ず撮影対象者の承諾及び上記事項への使用許可を
得てください。
○応募・問い合わせ先
　　〒102-8145
　　東京都千代田区富士見1‒10‒12
　　日本私立学校振興・共済事業団　企画室
　　☎03（3230）7810・7811
　　Ｅメール　kikaku@shigaku.go.jp

第 1 5 8 号 平成 2 3 年 2 月 1 日

15

I N F O R M A T I O N



第 1 5 8 号平成 2 3 年 2 月 1 日

16

月報私学　2月号（VOL．158）平成23年2月1日発行
編集・発行　日本私立学校振興・共済事業団　〒102-8145　東京都千代田区富士見1-10-12　☎03（3230）7810・7811（企画室）

（禁無断転載） 

宿泊施設のご案内宿泊施設のご案内

融資事業のご案内融資事業のご案内

月今 の 表 紙

インターネットで宿泊予約ができます。
http://www.shigakukyosai.jp/
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ご相談はお早目にどうぞ!! 問い合わせ先
（私学振興事業本部）

融資部　融資課　☎03（3230）7862～7867
Ｅメール yushi＠shigaku.go.jp

平成23年度融資のご相談お待ちしています！
　私立学校の施設・設備の整備を支援する、固定金利で長期の事業団融資をご活用ください。
平成22年度融資事業計画

融資費目 対象となる事業内容 22年度
計画額

融資金利（平成23年２月１日現在）
20年以内

（うち据置2年）
10年以内

（据置年数2年以内含む）
百万円 ％ ％

一般施設費

①校（園）舎、体育館、講堂等の建築事業
②校地等買収、造成事業

47,700

1.8

1.1
③私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に選定された事業にかかる施設の整備事業 1.5
④次世代型学校施設の整備事業 1.6
⑤温暖化対策のための整備事業 1.5
⑥防災（耐震）機能強化の改修事業 1.5

特別施設費 ①寄宿舎、国際交流会館、附属病院等の建築、用地買収事業 40,100 1.9 1.2②障がい者の利便をはかるために校舎等を改修する事業 1.5
災害復旧費 風水害、地震等による災害復旧事業 100 1.1 ー
公害対策費 騒音、アスベスト等の公害防止対策のための施設整備事業 100 1.5 ー

教育環境
整備費

①机、椅子、図書等の校教具の購入　※対象学校は幼稚園、特別支援学校、専修学校

2,000

0.7 5年6か月以内
（うち据置6か月）

② 実験・実習用機器、通園バス等１個又は１組の価格が500万円以上の機器
備品・装置、車両等の購入 1.1 10年以内

（うち据置2年）③「私立大学研究設備整備費等補助金」等の補助対象設備・備品
④過疎地の高等学校の経営に必要な資金 0.8

⑤経営困難校を支援する法人が一時的に要する資金 0.7 5年6か月以内
（うち据置6か月）

※融資金利は毎月の金利情勢により変更することがあります。

　本園は、福島県郡山市の駅から徒歩10分程度の市の中心街にあります。昨年、創立60周年を迎えましたが、開園以来、教旨「済
世利民」に基づき子ども一人一人をよく見つめ、個性の伸長を促し、心身ともに豊かな子どもの育成に努めています。

たから幼稚園

四季（敷島）の味プラン

温泉ゆったりプラン

「敷島館」で旬の金目鯛をお楽しみください

〒259-0314　神奈川県足柄下郡湯河原町宮上745　☎0465（63）3755
（JR「湯河原」駅から②番乗り場「奥湯河原」行き、又は「不動滝」行きバスで15分「美
術館前」下車、すぐ前）

　伊豆地域では、祝事の際に緋色の鮮やかな金目鯛の尾
頭付きの煮つけを振る舞います。旬（冬場から春先）の
脂が乗った金目鯛の甘辛い煮つけは、食欲をそそります。
　湯河原宿泊所「敷島館」自慢のかけ流しの湯と、新鮮
な金目鯛の煮つけをぜひご堪能ください。

１泊２食　１名様　　11,500円

１泊２食　１名様　　10,000円

金目鯛コース

四季の旬の素材を取り入れた会席料理をご賞味ください。

夕食で会席料理をご賞味ください。

金目鯛姿煮と会席料理が付いたプランです。
※２名様より承ります。

１泊２食　１名様　　11,500円

湯河原　 敷　島　館

和食会席コース

金目鯛姿煮（イメージ）


